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黒瀬ふれあい祭りステージ出演に伴う規約 

(目的) 

第 1条 この規約は、黒瀬ふれあい祭り実行委員会が主催する「黒瀬ふれあい祭り」に関

し、ステージ出演に関する必要な事項を定める。 

(適用範囲) 

第 2条 この規約は黒瀬ふれあい祭り会場にてステージ出演しようとする全ての者に適用

する。 

2 前項の黒瀬ふれあい祭り会場とは、黒瀬ふれあい祭り実行員会(以下「実行委員会」

という。) が定め、管理する全ての会場をいう。 

(出演条件) 

第 3条 黒瀬ふれあい夏祭りは住民参加型の祭りであり地域活性化、賑わい創出、並びに

住民の憩いの場を提供することを主旨としており、次の条件を満たすと共に、実行委員

会の承認を必要とする。 

（1）黒瀬町内に住所または勤務先・通学がある個人または団体であること。 

（2）黒瀬町内を中心に活動している個人または団体であること。 

（3）ふれあい祭り会場への来場者が喜び、祭りが盛り上がる内容であること。 

（4）営利活動・クラブ紹介・政治活動・布教活動を目的としない内容であること。 

（5）来場者の安全に配慮した演出方法であること。 

（6）実行委員会（ステージ部会）が指定するステージ場所、出演時間、準備及び片付 

を遵守できる個人または団体であること。 

（7） 上記の条件を満たし黒瀬ふれあい祭り実行委員会の承認を得る事 

（ステージ出演説明会の参加義務） 

第 4条 第 1条の目的を達成するため、実行委員会（ステージ部会）が開催する出演者会

議へ必ず出席し、その注意事項や約束事項を履行しなければならない。 

（規約の改定） 

第 5条 本規約は、実行委員会にて必要に応じ変更できるものとし、実行委員会 全体会議

で決定するものとする。 

(細則等) 



第 6 条 この規約に基づく事務取扱事項及びこの規約に定めない事項に関しては、別途黒

瀬ふれあい祭り実行員会 役員会で協議のうえ決定するものとする。 

 

附則 

(施行の時期) 

１ この規約は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

 

附則 

(施行の時期) 

１ この規約は、令和 8年 4月 1日から施行する。 

 


